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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

第1章

第1節

1.1.12

工事の
下請負

P7

公共職業能力開発施設 公共職業能力開発施設
の配管科過程修了者
給水装置工事配管技能 (公財)給水工事技術
講習会修了者 振興財団
給水装置工事配管技能
検定会合格者

※資格内容の穿孔とは、サドル分水栓設置に伴う穿孔作業である。

3.

1.

1.

⑶  下請負人は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

2.

 

3.

4.

5.

1.

　受注者は、工事を施工するために締結した下請契約がある場合、要綱に基
づき速やかに施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くものとする。

〇 〇

　なお、下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締
結に努めなければならない。

　受注者は、「いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要綱」（以下「要
綱」という。）を遵守すること。

　受注者は、要綱に基づき下請負契約を締結した日から14日以内に、下請通
知書を提出しなければならない。

　監督員が免許証その他の資格を証する書面の提示を求めた場合は速やかに
提示するとともに、工事に必要な免許証その他の資格を証する書面の写しを
施工計画書に添付しなければならない。

ただし、EFｻﾄﾞﾙ付分水
栓の融着・穿孔は、水
道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管施工
講習会修了者に限る｡〇 〇

名称
資格内容

登録証等発行者 備考
穿孔

また、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現
場内の工事関係者が見やすい場所及び、公衆が見やすい場所に掲げなければ
ならない。

　下請通知書及び施工体制台帳の記載事項に変更があったときは、その変更
があった日から７日以内に変更後の内容を記載し提出しなければならない。

1.1.13
受注者相互の協力

　なお、施工体制台帳、及び施工体系図は、施工計画書の提出と同時にその
添付書類の写しを添え、所定の様式により監督員に提出しなければならな
い。

　受注者は、約款第２条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の受注者と相
互に協力し、施工しなければならない｡

　また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら
関係者と相互に協力しなければならない。

 ⑴　受注者が、工事の施工にあたり、総合的に企画、指導及び調整するも
のであること。

⑵  下請負人が、いわき市の工事等指名競争入札参加有資格者である場合に
は、指名停止期間中でないこと。

　受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、
契約書に定める工事始期日以降30日以内に工事に着手しなければならない｡

1.1.11
工事の着手

1.1.12
工事の下請負

　受注者は、工事の一部を下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件
をすべて満たさなければならない。

× 〇

配管

公共職業能力開発施設 公共職業能力開発施設
の配管科過程修了者
給水装置工事配管技能 (公財)給水工事技術
講習会修了者 振興財団
給水装置工事配管技能
検定会合格者

※資格内容の穿孔とは、サドル分水栓設置に伴う穿孔作業である。

3.

1.

1.

⑶  下請負人は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

2.

 

3.

4.

5.

1.

　なお、施工体制台帳、及び施工体系図は、施工計画書の提出と同時にその
添付書類の写しを添え、所定の様式により監督員に提出しなければならな
い。

　下請通知書 及び施工体制台帳の記載事項に変更があったときは、その変更
があった日から７日以内に変更後の内容を記載し提出しなければならない。

1.1.13
受注者相互の協力

　受注者は、約款第２条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の受注者と相
互に協力し、施工しなければならない｡

　また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら
関係者と相互に協力しなければならない。

　受注者は、要綱に基づき下請負契約を締結した日から14日以内に、下請通
知書を提出しなければならない。

　受注者は、工事を施工するために締結した下請契約がある場合、要綱に基
づき速やかに施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くものとする。

また、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現
場内の工事関係者が見やすい場所及び、公衆が見やすい場所に掲げなければ
ならない。

⑵  下請負人が、いわき市の工事等指名競争入札参加有資格者である場合に
は、指名停止期間中でないこと。

　なお、下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締
結に努めなければならない。

　受注者は、「いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要綱」（以下「要
綱」という。）を遵守すること。

1.1.11
工事の着手

　受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、
契約書に定める工事始期日以降30日以内に工事に着手しなければならない｡

1.1.12
工事の下請負

　受注者は、工事の一部を下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件
をすべて満たさなければならない。

 ⑴　受注者が、工事の施工にあたり、総合的に企画、指導及び調整するも
のであること。

〇 〇

　監督員が免許証その他の資格を証する書面の提示を求めた場合は速やかに
提示するとともに、工事に必要な免許証その他の資格を証する書面の写しを
施工計画書に添付しなければならない。

× 〇

〇 〇 ただし、EFｻﾄﾞﾙ付分水
栓の融着・穿孔は、水
道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管施工
講習会修了者に限る｡

穿孔 配管
名称

資格内容
登録証等発行者 備考
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第1章

第1節

1.1.21

しゅん工検査

P12

改定項
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

1.1.32諸法令、諸法規の遵守 1.1.32諸法令、諸法規の遵守

 （10）健康保険法（令和 6年6月改正 法律第 47号）

 （12）建設労働者の雇用の改善等に関する法律（令和 6年 5月改正 法律第 26号）

共通仕様書

第1章

第1節

1.1.32

諸法令、
諸法規の

遵守

P20～22

 （２）建設業法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

 （29）森林法（令和 5年 6月改正 法律第 63号）

 （39）砂利採取法（令和 5年 6月改正 法律第 63号）

 （42）測量法（令和 6年 6月改正 法律第 54号）

 （13）出入国管理及び難民認定法（令和 5年12月改正 法律第 84号）

（14）道路法 （令和 5年 5月改正 法律第34号）

 （15）道路交通法（令和 5年 6月改正 法律第 56号）

 （17）道路運送車両法（令和 5年 6月改正 法律第 63号）

 （19）地すべり等防止法（令和 5年 5月改正 法律第 34号）

 （20）河川法（令和 5年 5月改正 法律第 34号）

 （２）建設業法（令和 6年 5月改正 法律第 49号）

 （４）労働基準法（令和　6年 5月改正 法律第 42号）

 （８）雇用保険法（令和 6年 6月改正 法律第 47号）

 （24）漁港漁場整備法（平成30年12月改正 法律第 95号）

 （26）航空法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （29）森林法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （39）砂利採取法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （42）測量法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （43）建築基準法（令和 4年 6月改正 法律第 69号）

 （14）道路法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （15）道路交通法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （17）道路運送車両法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （19）地すべり等防止法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （20）河川法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （21）海岸法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （４）労働基準法（平成 4年 6月改正 法律第 68号）

 （８）雇用保険法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （10）健康保険法（令和 4年12月改正 法律第 96号）

 （12）建設労働者の雇用の改善等に関する法律（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （13）出入国管理及び難民認定法（令和 4年12月改正 法律第 97号）

 （43）建築基準法（令和 6年 6月改正 法律第 53号）

 （21）海岸法（令和 5年 5月改正 法律第 34号）

 （24）漁港漁場整備法（令和5年5月改正 法律第 34号）

 （26）航空法（令和 5年 6月改正 法律第 63号）

 （63）厚生年金保険法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （68）所得税法（令和 4年 6月改正 法律第 71号）

 （70）船員保険法（令和 4年12月改正 法律第 96号）

 （44）都市公園法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （45）建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （48）海上交通安全法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （51）船員法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （52）船舶職員及び小型船舶操縦者法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

（56）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 （56）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（令和 6年 6月改正 法律第 54号）

 （63）厚生年金保険法（令和 6年 6月改正 法律第 47号）

 （68）所得税法（令和 6年 5月改正 法律第 26号）

 （70）船員保険法（令和 6年6月改正 法律第 47号）

 （48）海上交通安全法（令和 5年 5月改正 法律第 34号）

 （51）船員法（令和 6年 5月改正 法律第 42号）

 （52）船舶職員及び小型船舶操縦者法（令和 5年 5月改正 法律第 24号）

 （44）都市公園法（令和 6年 5月改正 法律第 40号）

 （45）建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律（令和 6年 12月改正 法律第 49号）
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　）
改定頁

共通仕様書

第1章

第1節

旧　（　現　行　）

 （78）公共工事の品質確保の促進に関する法律（令和元年 6月改正 法律第 35号）

 （79）警備業法（令和 5年 6月改正 法律第 63号）  （79）警備業法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （81）高齢者、障碍者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（令和6年 6月改正 法律第 53号）  （81）高齢者、障碍者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成30年 6月改正 法律第 67号）

 （71）著作権法（令和 6年 6月改正 法律第 55号）  （71）著作権法（令和 4年 6月改正 法律第 68号）

 （72）電波法（令和 5年12月改正 法律第 87号）  （72）電波法（令和 4年12月改正 法律第 93号）

 （74）労働保険の保険料の徴収等に関する法律（令和 6年 6月改正 法律第 47号）  （74）労働保険の保険料の徴収等に関する法律（令和 3年 6月改正 法律第 58号）

 （78）公共工事の品質確保の促進に関する法律（令和6年 6月改正 法律第 54号）
1.1.32

諸法令、
諸法規の

遵守

P20～22
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁
改定項

共通仕様書

第1章

第1節

1.1.35

提出書類

P23

1.

福島県工事請負契約約款。以下 ｢福工約款｣による。

いわき市元請・下請関係適正化指導要綱。以下｢元下要綱｣による。

◎全工事該当　○水道施設工事該当　△必要に応じて

    福工約款

    第３号様式を準用。

　元下要綱

　第１号様式 

　元下要綱

　第２号様式 

　元下要綱  

参考様式第３号準用

△  契約規程第32条第22号様式

工事打合せ簿

（提出・協議・承諾等）

現場代理人及び主任  契約規程第33・34条第23号

技術者等通知書  様式（経歴書も含む）

月始めに提出

　 契約規程第31条第21号様式
契約締結の日から
５日以内

　仕様書1.1.6 工事着手日前

１部

 契約規程第39条第26号様式

１部 △

着工届 ◎

契約締結後14日以内

工事費内訳明細書
(法定福利費算出根拠の
見積書)

１部 △  契約規程第30条第19号様式 契約締結後14日以内

 受注者は、監督員の指定する日（規程及び約款に提出期限が定めてある場合
はその日）までに次（第６章その他　付則８様式集　参照）に掲げる書類を
提出しなければならない。また、変更が生じた場合はその都度提出しなけれ
ばならない。

提　出　書　類 部　数 適　　　　　用 提出期日

△  契約規程第30条第20号様式

1.1.35
提出書類

１部

施工計画書 １部 ◎

工事材料検査願 １部 ○

確認立会願 １部 △

１部 △

施工体制台帳
施工体系図

１部 △

工事現況報告書 １部

下請通知書 １部 △
下請負契約締結後
14日以内

下請負報告書 １部 △ しゅん工届提出時

１部 △  「福工約款」18号様式準用

 契約規程第45条第31号様式△１部工期延長承認願

１部 △  契約規程第40条第29号様式支給材料受払計算書

貸与品借用書 １部 △  「福工約款」17号様式準用

１部 △支給材料受払簿  契約規程第40条第28号様式

 契約規程第40条第27号様式

１部 △

しゅん工届 １部 ◎  契約規程第52条第33号様式

１部

貸与品返納書

支給材料受領書

工事工程表

承認申請書
（権利義務の譲渡）

施工計画書提出時

△
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

材料の承諾

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第2章

第1節

2.1.2

P43

 

　　　　　　　　第２章　　材料
　  

　　　　　　第１節　　材料一般

1.

2.

1.

2. 　承認図、受検（検査）証明書

（主な材料一覧）

　 　特殊塗装品の鋳鉄製品（鋳鉄管類、配ポリ・塩ビ鋳鉄・特殊押輪本体）

　 　給水塩ビ継手（日本工業規格登録のため）、PE継手

　 　仕切弁筐、鉄蓋、座台、ﾚｼﾞﾝBOX、平板類、止水栓筐、ﾎﾞｰﾙ式乙止水栓

　　 ポリエチレンスリーブ、バンド、ロケーティングワイヤー

　　 SUSボルトナット（焼付防止）、ワッシャー

1.

2.

3.

4.

5. 　不合格品は、直ちに現場より搬出するものとする。
(R7.4.1版)

2.1.1
材料の規格

2.1.2
材料の承諾

2.1.3
材料の検査

　工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を規定されたものを除き
日本産業規格（以下「JIS 」という。）、日本農林規格（「JAS 」とい
う。）、日本水道協会規格（以下「JWWA」という。）等に適合しなけれ
ばならない。
　上記規格に記載のない材料及び設計図書で指示した材料については、
監督員の承諾を得なければならない。

　工事に使用する材料は、施工計画書に製造会社及び製品名及び品質証
明方法、納入時期を記載し、提出しなければならない。

⑴  監督員が必要と認めた材料は、承認図を材料検査前に提出し、
　監督員の承諾を受けること。

⑵  工事に使用する材料が、JIS、JWWA規格品であり、監督員の臨場
　検査を受けたものは、品質証明書の提出は不要とする。

⑶  JIS、JWWA規格品以外の材料は、品質管理書類として社内検査
　証明書を竣工時に提出すること。

⑸　受検証明書の有効期間(3年間)が切れた資材を使用する時は、
　日水協の再検査を受け、受検証明書の発行を受けるものとする。

⑹　製造年度から３年以内であれば、日水協受検証明書の再発行は
　求めず、使用材料として合格を与えるものとする。

　工事用材料は、使用前にその品質、寸法又は見本品について監督員の
検査を受け、合格したものでなければならない。

⑷　受検証明書は、証明書発行日が記載されたものとし、証明者の押
　印により証明されたものとする。

⑺　座台、ﾎﾞｯｸｽなど製造年度が表示されていない材料については、
　材料検査時の内外面の破損状態などの確認を行うことで了として
　扱い、監督員の判断に委ねるものとする。

　材料検査に際して、受注者はこれに立会うものとする。
　なお、立会わないときは受注者は、検査に対し異議を申し立てること
はできない。

　検査及び試験のため、使用に耐えなくなったものは、所定数量に算入
しないものとする。

　材料検査に合格したものであっても、使用時になって損傷、変質した
ときは、新品と取り替え、再び検査を受けるものとする。
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

配管材料の
品質の証明

共通仕様書

第2章

第4節

2.4.3

P47

　　　　　　第４節　　配管材料

2.4.1 　配管材料 1.

1.

2.

3.

4.

1.

1.

2.

1.  ダクタイル鋳鉄管類　

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管  JWWA　G  113

 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

 JWWA　G  114 Ｔ形 は使用しない。

 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管

 JWWA　G  114-2 Ｔ形 は使用しない。

 水道用うず巻式ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管（消火栓用）

 JWWA　G  120  φ75～400

 水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

 JWWA  G  121 φ75～400

 GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管

JDPA G   1042

 NS形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ500～1000

JDPA G   1046

 PN形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ300～1500

JDPA G   1052

 S50形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ50

　配管材料とは、導・送・配水管工事に使用する管材料、接合材料、弁
栓類、内面塗料、ポリエチレンスリーブ、外面塗覆装材料をいう。

2.4.5
標準配管
材料規格表 名　　称 規　　　　格 適　　　　　　用

2.4.2
配管材料の規格

　配管材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、2.4.5
標準配管材料規格表の規格に適合するものを使用するものとする。
　2.4.5 標準配管材料規格表の規格において改正（変更、新設、廃止
等）が行われた場合は最新の規格を適用するものとする。
　給水装置と同等の構造を要する付属設備等に使用する材料について
は、局制定の「給水装置工事設計施工指針」を準用するものとする。
　１及び３項に該当しない材料を使用する場合は、監督員の承諾を得る
ものとする。
　また、標準配管材料規格表の規格品であっても、細部の仕様が特定で
きないものについては、これを明確にした図面等により、監督員の承諾
を得るものとする。

2.4.3
配管材料
の品質の証明

　受注者は、水道用に使用するための品質を証明する資料を受注者の責
任と費用負担で整備・保管し、監督員・検査員の要請があった場合には
延滞なく提示しなければならない。

2.4.4
配管材料検査
（確認）

　配管材料は、検査の事前に「工事材料検査願」を提出し、監督員の検
査（確認）を受け、合格したものを使用するものとする。

　検査に合格した材料であっても、使用時において変質又は不良品と疑
問を持つ材料は、受注者の費用負担で試験等を行い合格したものを使用
するものとする。

 原則として、1種管を使用
し、既設管接続部のみにＫ形
継手を使用することができ
る。なお、Ｔ形は使用しな
い。

 φ300以下は原則としてS種
管を使用。φ350以上は、切
管には1種管、一般部にはS種
管を用いる。

　　　　　　第４節　　配管材料

2.4.1 　配管材料 1.

1.

2.

3.

4.

1.

1.

2.

1.  ダクタイル鋳鉄管類　

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管  JWWA　G  113

 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

 JWWA　G  114 Ｔ形 は使用しない。

 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管

 JWWA　G  114-2 Ｔ形 は使用しない。

 水道用うず巻式ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管（消火栓用）

 JWWA　G  120  φ75～400

 水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

 JWWA  G  121 φ75～400

 GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管

JDPA G   1042

 NS形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ500～1000

JDPA G   1046

 PN形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ300～1500

JDPA G   1052

 S50形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ50

 原則として、1種管を使用
し、既設管接続部のみにＫ形
継手を使用することができ
る。なお、Ｔ形は使用しな
い。

 φ300以下は原則としてS種
管を使用。φ350以上は、切
管には1種管、一般部にはS種
管を用いる。

　配管材料とは、導・送・配水管工事に使用する管材料、接合材料、弁
栓類、内面塗料、ポリエチレンスリーブ、外面塗覆装材料をいう。

2.4.5
標準配管
材料規格表 名　　称 規　　　　格 適　　　　　　用

2.4.2
配管材料の規格

　配管材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、2.4.5
標準配管材料規格表の規格に適合するものを使用するものとする。
　2.4.5 標準配管材料規格表の規格において改正（変更、新設、廃止
等）が行われた場合は最新の規格を適用するものとする。
　給水装置と同等の構造を要する付属設備等に使用する材料について
は、局制定の「給水装置工事設計施工指針」を準用するものとする。
　１及び３項に該当しない材料を使用する場合は、監督員の承諾を得る
ものとする。
　また、標準配管材料規格表の規格品であっても、細部の仕様が特定で
きないものについては、これを明確にした図面等により、監督員の承諾
を得るものとする。

2.4.3
配管材料
の品質の証明

　受注者は、水道用に使用するための品質を証明する資料を受注者の責
任と費用負担で整備・保管し、監督員の要請があった場合には延滞なく
提示するとともに、竣工時に提出しなければならない。

2.4.4
配管材料検査
（確認）

　配管材料は、検査の事前に「工事材料検査願」を提出し、監督員の検
査（確認）を受け、合格したものを使用するものとする。

　検査に合格した材料であっても、使用時において変質又は不良品と疑
問を持つ材料は、受注者の費用負担で試験等を行い合格したものを使用
するものとする。
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

第3章

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第1節

P57

3.1.6

水圧試験
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

第５章
その他

目次
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

「基礎工、防食工も撮影。」を削除。

「路面標示式（消火栓のみ）」に修正。

「消火栓標識(400型)設置工標準図」を「消火栓標識(路面標示式)設置工標準図」に修正。

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第5章

付則2

配管工事写
真管理基準

表

共通仕様書

第5章

付則4

配管工事標
準図集
目次

1-7

配 管 後 20m又は箇所毎に1回 側溝等からの離れ･深度を検測｡

伏越部等の特殊部は土被りの変化点毎

既設管接続 配 管 後 接続箇所毎に1回 側溝等からの離れ･深度を検測｡

実施箇所毎に1回 監督員立会､自記録結果を様式に添付｡

 (導送配水管、給水管、不断水) 不断水工については自記録結果は不要。

ﾎ ﾟﾘ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ被 覆 後 分岐箇所毎に1回 分水・布設状況を撮影。

給水管切替 既 設 接 続 状 況 切替箇所毎に1回 止水栓・既設接続撮影(弁筐は省略)。

埋 戻 中 切替箇所5箇所に1回 道路横断部は優先的に撮影。

配 管 後 設置箇所毎に1回 T字管等からの配管状況撮影｡

ﾎ ﾟ ﾘ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ被 覆 後 設置箇所毎に1回

BOX 設 置 後 設置箇所毎に1回 内側に開閉区分(O-S)、口径表示 ｡

標 識 設 置 設置箇所毎に1回 基礎工、防食工も撮影｡

配 管 後 設置箇所毎に1回 前後の配管状況撮影｡

ﾎ ﾟ ﾘ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ被 覆 後 設置箇所毎に1回

筺 ･ 座 台 設 置 後 設置箇所毎に1回

完 成 後 設置箇所毎に1回 複数のときは､一箇所で撮影｡

伸縮可とう管 設 置 後 設置箇所毎に1回 設置状況、タイロッドの有無。

管切断状況 施 工 中 路線毎に1回 測点記入｡

管の吊上げ積込み 施 工 中 路線毎に1回 測点記入｡ 

撤去管の延長 撤 去 後 1日に1回 撤去延長検測。

転 圧 中 施工箇所毎に1回

転 圧 後 施工箇所毎に1回 幅、高さ、長さを検測。

平 均 間 隔 打設ﾛｯﾄ毎又は施工箇所毎に1回 代表箇所1枚。

か ぶ り 打設ﾛｯﾄ毎又は施工箇所毎に1回 代表箇所1枚。

継 手 寸 法 打設ﾛｯﾄ毎又は施工箇所毎に1回 代表箇所1枚。

打 設 状 況 施工箇所毎に1回

締 固 状 況 施工箇所毎に1回

打 継 目 処 理 施工箇所毎に1回

養 生 状 況 施工箇所毎に1回

施 工 後 施工箇所毎に1回 型枠取外し後に幅、高さ、長さを検測。

施 工 中 施工箇所毎に1回

施 工 後 施工箇所毎に1回

防食工 施 工 中 施工箇所毎に1回

(防食テープ等) 施 工 後 施工箇所毎に1回 長さを検測。

基礎砕石

鉄筋組立て

コンクリート工

付属品等

試 験 時

付属施設

空気弁 ･消火栓

仕切弁

管撤去工

現場打ち弁室 ・大
型ﾚｼﾞﾝBOX ・管防
護工等

配
 

 
管
 
 
 
工

管布設工

土被り･占用位置

水圧試験

分 類 図 番 図　　面　　名　　称 分 類 図 番 図　　面　　名　　称

空気弁・消火栓ボックス、弁筐関係

1-1 空気弁設置工標準図(φ350mm未満の導、送、配水管)

1-2 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工標準図

1-3 消火栓設置工標準図

1-4 多目的仕切弁設置工標準図

1-5 空気弁鉄蓋（いわき市型）

1-6 消火栓鉄蓋（いわき市型）

1-7 消火栓標識(400型)設置工標準図

1-8 仕切弁筐設置標準図（いわき市型）

1-9 仕切弁筐設置標準図（いわき市型）浅埋用

1-10 仕切弁筐とｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁の組合表

1-11 仕切弁継足棒構造図

1-12 φ350mm以上の導、送、配水本管の空気弁、消火栓の立上り配管標準図　※土被り2.0m未満

1-13 φ350mm以上の導、送、配水本管の空気弁、消火栓の立上り配管標準図　※土被り2.0m以上

1-14 ＨＰＰＥ用空気弁、消火栓設置寸法表及び材料表 

1-15 ＨＰＰＥ管路排水管標準図

1-16 ＨＰＰＥ用鋳鉄異形管類コンクリート基礎底板 

1-17 ＨＰＰＥ用鋳鉄異形管類コンクリート基礎底板設置工標準図

1-18 排水栓筺設置工標準図

配 管 後 20m又は箇所毎に1回 側溝等からの離れ･深度を検測｡

伏越部等の特殊部は土被りの変化点毎

既設管接続 配 管 後 接続箇所毎に1回 側溝等からの離れ･深度を検測｡

実施箇所毎に1回 監督員立会､自記録結果を様式に添付｡

 (導送配水管、給水管、不断水) 不断水工については自記録結果は不要。

ﾎ ﾟﾘ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ被 覆後 分岐箇所毎に1回 分水・布設状況を撮影。

給水管切替 既 設 接 続 状 況 切替箇所毎に1回 止水栓・既設接続撮影(弁筐は省略)。

埋 戻 中 切替箇所5箇所に1回 道路横断部は優先的に撮影。

配 管 後 設置箇所毎に1回 T字管等からの配管状況撮影｡

ﾎ ﾟ ﾘ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ被 覆後 設置箇所毎に1回

BOX 設 置 後 設置箇所毎に1回 内側に開閉区分(O-S)、口径表示 ｡

標 識 設 置 設置箇所毎に1回 路面標示式（消火栓のみ）。

配 管 後 設置箇所毎に1回 前後の配管状況撮影｡

ﾎ ﾟ ﾘ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ被 覆後 設置箇所毎に1回

筺 ･ 座 台 設 置 後 設置箇所毎に1回

完 成 後 設置箇所毎に1回 複数のときは､一箇所で撮影｡

伸縮可とう管 設 置 後 設置箇所毎に1回 設置状況、タイロッドの有無。

管切断状況 施 工 中 路線毎に1回 測点記入｡

管の吊上げ積込み 施 工 中 路線毎に1回 測点記入｡ 

撤去管の延長 撤 去 後 1日に1回 撤去延長検測。

転 圧 中 施工箇所毎に1回

転 圧 後 施工箇所毎に1回 幅、高さ、長さを検測。

平 均 間 隔 打設ﾛｯﾄ毎又は施工箇所毎に1回 代表箇所1枚。

か ぶ り 打設ﾛｯﾄ毎又は施工箇所毎に1回 代表箇所1枚。

継 手 寸 法 打設ﾛｯﾄ毎又は施工箇所毎に1回 代表箇所1枚。

打 設 状 況 施工箇所毎に1回

締 固 状 況 施工箇所毎に1回

打 継 目 処 理 施工箇所毎に1回

養 生 状 況 施工箇所毎に1回

施 工 後 施工箇所毎に1回 型枠取外し後に幅、高さ、長さを検測。

施 工 中 施工箇所毎に1回

施 工 後 施工箇所毎に1回

防食工 施 工 中 施工箇所毎に1回

(防食テープ等) 施 工 後 施工箇所毎に1回 長さを検測。

配
 
 

管
 
 
 

工

管布設工

土被り･占用位置

水圧試験 試 験 時

付属施設

空気弁 ･消火栓

仕切弁

管撤去工

現場打ち弁室 ・大
型ﾚｼﾞﾝBOX ・管防
護工等

基礎砕石

鉄筋組立て

コンクリート工

付属品等

分 類 図 番 図　　面　　名　　称 分 類 図 番 図　　面　　名　　称

空気弁・消火栓ボックス、弁筐関係

1-1 空気弁設置工標準図(φ350mm未満の導、送、配水管)

1-2 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工標準図

1-3 消火栓設置工標準図

1-4 多目的仕切弁設置工標準図

1-5 空気弁鉄蓋（いわき市型）

1-6 消火栓鉄蓋（いわき市型）

1-7 消火栓標識(路面標示式)設置工標準図

1-8 仕切弁筐設置標準図（いわき市型）

1-9 仕切弁筐設置標準図（いわき市型）浅埋用

1-10 仕切弁筐とｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁の組合表

1-11 仕切弁継足棒構造図

1-12 φ350mm以上の導、送、配水本管の空気弁、消火栓の立上り配管標準図　※土被り2.0m未満

1-13 φ350mm以上の導、送、配水本管の空気弁、消火栓の立上り配管標準図　※土被り2.0m以上

1-14 ＨＰＰＥ用空気弁、消火栓設置寸法表及び材料表 

1-15 ＨＰＰＥ管路排水管標準図

1-16 ＨＰＰＥ用鋳鉄異形管類コンクリート基礎底板 

1-17 ＨＰＰＥ用鋳鉄異形管類コンクリート基礎底板設置工標準図

1-18 排水栓筺設置工標準図
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

図番修正

改定項
旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第5章

付則４

配管工事標
準図集

1-7

新　（　改　定　後　）
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第5章

付則４

改定項

配管工事標
準図集

1-15
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

図面を最新版に修正

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

改定項

配管工事標
準図集

第5章

付則４

9-1
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

第５章

付則6

工事竣工図
作成要領

P5
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

第5章

付則8

様式集

提出書類一覧表

No.1

№１

頁
約款

関係条項

省略 第１条 工事説明書 （資料配布の際提示）

省略 第１条 質問回答書 （別途受付期間内での受付回答）

1 第３条
工事費内訳明細書
(法定福利費、算出根拠の見積書)

契約規程第30条関係（第19号様式） 契約締結後14日以内

2 第３条 工事工程表 契約規程第30条関係（第20号様式） 契約締結後14日以内

省略 第５条 承認申請書（権利義務の譲渡） 福工約款第３号様式を準用

省略 第５条 承諾書（権利義務の譲渡） 福工約款第４号様式を準用

3 第７条 下請通知書 局元下要綱第10条関係（第１号様式）
下請負契約締結後14日
以内

4 （削除） （削除） (削除）

5 第７条 下請負報告書 局元下要綱第11条関係（第２号様式） しゅん工届提出時

6・7 第７条 施工体制台帳 福元下要綱参考様式第3号を準用 施工計画書提出時

8 第７条 施工体系図 福元下要綱参考様式第1号を準用 施工計画書提出時

9 第７条 工事担当技術者台帳 福元下要綱参考様式第4号を準用 施工計画書提出時

10・11 第７条 再下請負通知書 福元下要綱参考様式第5号を準用 施工計画書提出時

12～14 第７条 施工体制台帳チェックリスト 福元下要綱参考様式第6号を準用 施工計画書提出時

15
第９条

第１・３項
監督員通知書 第１号様式

16 第11条 工事現況報告書 契約規程第32条関係（第22号様式） 月末締切、月初提出

17
第９条

第２・４項
確認・立会願 福工約款第８号様式を準用

18
第９条

第２・４項
工事打合せ簿（提出・協議・承諾等） 福工約款第10号様式を準用

19・20
第10条

第１・４項
現場代理人及び
主任技術者等通知書

契約規程第33・34条関係（第23号様式）
履歴書も含む

21・22 第13条 工事材料検査願 契約規程第39条関係（第26号様式）

23・24 第15条 支給材料受領書 契約規程第40条関係（第27号様式）

25 第15条 支給材料受払簿 契約規程第40条関係（第28号様式）

26・27 第15条 支給材料受払精算書 契約規程第40条関係（第29号様式）

28 第15条 貸与品借用書 福工約款第17号様式を準用

29・30 第15条 貸与品返納書 福工約款第18号様式を準用

31 第20条 水道工事一時（一部）中止について 福工約款第19号様式を準用

提　出　書　類　一　覧　表

いわき市水道局契約規程（以下「契約規程」）　という。　　　　　　　　　　

いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要領（以下「局元下要綱」）という。

福島県工事請負契約約款（以下「福工約款」）という。　　　　　　　　　　　

福島県元請・下請関係適正化指導要領（以下「福元下要綱」）という。　　　　

いわき市水道局工事請負契約約款で定める書式

書式名 提出期限適　　　　　用
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
旧　（　現　行　）

改定頁
改定項

新　（　改　定　後　）

提出書類一覧表

No.2

共通仕様書

第5章

付則8

様式集

№２

頁
約款

関係条項

32 第20条
水道工事一時（一部）中止の解除につ
いて

福工約款第19号様式を準用

33 第21条 工期延長承認願 契約規程第45条関係（第31号様式）

34 第21条 工期延長決定通知書 契約規程第45条関係（第32号様式）

省略 第22条 工期短縮承認願 任意の様式

省略 第22条 工期短縮決定通知書 任意の様式

省略
第22条
第１項

請負工事被害報告書 福工約款第21号様式を準用

省略
第22条
第２項

請負工事被害確認書 福工約款第22号様式を準用

省略
第22条
第３項

損害負担申請書 福工約款第23号様式を準用

35 第31・38条 しゅん工届 契約規程第52条関係（第33号様式）

36
第31条
第４項

完成工事物引渡書 契約規程第52条関係（第35号様式）

37
第31条
第４項

完成工事物受領書 契約規程第52条関係（第35号様式）

38
第31条
第６項

工事手直し指示書 契約規程第52条関係（第34号様式）

39 第37条 工事既成部分払申請書 契約規程第60条関係（第38号様式）

40 第37条 工事既成部分払決定通知書 契約規程第60条関係（第39号様式）

－ 施工計画書 仕様書1.1.6 着手日前、必要の都度

－ 登録内容確認書 仕様書1.1.7 受注・変更・完成時

計画書は施工計画書に
含め提出

実施書はしゅん工届の
提出時

41 建設業退職金共済制度実績報告書 仕様書1.1.37 しゅん工届の提出時

42 着工届 契約規程第31条関係（第21号様式）
契約締結の日から
４日以内

43 建設産業廃棄物処理報告書 仕様書1.4.10（ﾏﾆﾌｪｽﾄＥ票ｺﾋﾟｰ添付） しゅん工届の提出時

44 資材受払簿
仕様書1.1.21
福工約款第30号様式を準用

しゅん工届の提出時

45・46 社内検査記録
仕様書1.1.19
福工約款第100号様式を準用

しゅん工届の提出時

省略 工事写真
仕様書1.4.15
福工約款第94号様式を準用
部数については監督員の指示による

しゅん工届の提出時

書式名

再生資源利用計画書・実施書
再生資源利用促進計画書・実施書

仕様書1.4.10
県共通仕様書（土木工事編）
建設ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ１～５準用

提出期限

いわき市水道局水道施設工事共通仕様書　総則で定める書式

提　出　書　類　一　覧　表

省略

適　　　　　用

いわき市水道局契約規程（以下「契約規程」）　という。　　　　　　　　　　

いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要領（以下「局元下要綱」）という。

福島県工事請負契約約款（以下「福工約款」）という。　　　　　　　　　　　

福島県元請・下請関係適正化指導要領（以下「福元下要綱」）という。　　　　

№２

頁
約款

関係条項

30 第20条
水道工事一時（一部）中止の解除につ
いて

福工約款第19号様式を準用

31 第21条 工期延長承認願 契約規程第45条関係（第31号様式）

32 第21条 工期延長決定通知書 契約規程第45条関係（第32号様式）

省略 第22条 工期短縮承認願 任意の様式

省略 第22条 工期短縮決定通知書 任意の様式

省略
第22条
第１項

請負工事被害報告書 福工約款第21号様式を準用

省略
第22条
第２項

請負工事被害確認書 福工約款第22号様式を準用

省略
第22条
第３項

損害負担申請書 福工約款第23号様式を準用

33 第31・38条 しゅん工届 契約規程第52条関係（第33号様式）

34
第31条
第４項

完成工事物引渡書 契約規程第52条関係（第35号様式）

35
第31条
第４項

完成工事物受領書 契約規程第52条関係（第35号様式）

36
第31条
第６項

工事手直し指示書 契約規程第52条関係（第34号様式）

37 第37条 工事既成部分払申請書 契約規程第60条関係（第38号様式）

38 第37条 工事既成部分払決定通知書 契約規程第60条関係（第39号様式）

－ 施工計画書 仕様書1.1.6 着手日前、必要の都度

－ 登録内容確認書 仕様書1.1.7 受注・変更・完成時

計画書は施工計画書に
含め提出

実施書はしゅん工届の
提出時

39 建設業退職金共済制度実績報告書 仕様書1.1.37 しゅん工届の提出時

40 着工届 契約規程第31条関係（第21号様式）
契約締結の日から
４日以内

41 建設産業廃棄物処理報告書 仕様書1.4.10（ﾏﾆﾌｪｽﾄＥ票ｺﾋﾟｰ添付） しゅん工届の提出時

42 資材受払簿
仕様書1.1.21
福工約款第30号様式を準用

しゅん工届の提出時

43・44 社内検査記録
仕様書1.1.19
福工約款第100号様式を準用

しゅん工届の提出時

省略 工事写真
仕様書1.4.15
福工約款第94号様式を準用
部数については監督員の指示による

しゅん工届の提出時

再生資源利用計画書・実施書
再生資源利用促進計画書・実施書

仕様書1.4.10
県共通仕様書（土木工事編）
建設ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ１～５準用

提出期限

いわき市水道局水道施設工事共通仕様書　総則で定める書式

書式名

提　出　書　類　一　覧　表

省略

適　　　　　用

いわき市水道局契約規程（以下「契約規程」）　という。　　　　　　　　　　

いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要領（以下「局元下要綱」）という。

福島県工事請負契約約款（以下「福工約款」）という。　　　　　　　　　　　

福島県元請・下請関係適正化指導要領（以下「福元下要綱」）という。　　　　
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

第5章

付則8

様式集

提出書類一覧表

No.3

№３

－
竣工図：紙
（平面、管割、縦横断、掘削、
舗装展開図等）

仕様書1.4.16
竣工図は、局竣工図作成要領に基づき作
成するものとし、図面の種類及び部数に
ついては監督員の指示による

しゅん工届の提出時

－
竣工図：電子データ
（平面、ｵﾌｾｯﾄ、管割、縦横断図等）

仕様書1.4.16
図面の種類及び部数、データ形式、提出
方法については監督員の指示による

しゅん工届の提出時

頁
約款

関係条項

47
継手チェックシート
(ＤＩＰ-Ｋ形)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

48
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＮＳ形 φ75～250)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

49
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＮＳ形 φ300～450)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

50
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＮＳ形継輪 φ75～450)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

51
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＮＳ形直管 φ500～1000)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

52
継手チェックシート(ＤＩＰ－ＮＳ形
直管ﾗｲﾅｰ・異形管 φ500～1000)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

53
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＮＳ形継輪 φ500～1000)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

54
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＧＸ形直管 φ75～400)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

55
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＧＸ形異形管 φ75～400)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

56
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＧＸ形継輪 φ75～400)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

57
継手チェックシート
(ＤＩＰ-フランジ形)メタルタッチ

仕様書3.5.6 しゅん工届の提出時

58
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＵＳ形)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

59
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＵＦ形)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

60
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＰＮ形)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

61
継手チェックシート
(ＲＲＨＩＶＰ)

仕様書3.5.6 しゅん工届の提出時

62
GX形　管端防食キャップ
チェックシート

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

63
鋼管現場溶接部の
出来形チェックシート

仕様書3.6.6 しゅん工届の提出時

64
継手チェックシート
(ＤＩＰ-Ｓ５０形直管)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

65
継手チェックシート
(ＤＩＰ-Ｓ５０形異形管・切管)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

66
継手チェックシート
(ＤＩＰ-Ｓ５０形継輪)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

67 ＥＦ継手接合チェックシート 仕様書3.5.6 しゅん工届の提出時

提　出　書　類　一　覧　表

いわき市水道局水道施設工事共通仕様書　品質管理で定める書式

書式名 適　　　　　用 提出期限

福島県工事請負契約約款（以下「福工約款」）という。　　　　　　　　　　　

福島県元請・下請関係適正化指導要領（以下「福元下要綱」）という。　　　　

いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要領（以下「局元下要綱」）という。

いわき市水道局契約規程（以下「契約規程」）　という。　　　　　　　　　　

№３

－
竣工図：紙
（平面、管割、縦横断、掘削、
舗装展開図等）

仕様書1.4.16
竣工図は、局竣工図作成要領に基づき作
成するものとし、図面の種類及び部数に
ついては監督員の指示による

しゅん工届の提出時

－
竣工図：電子データ
（平面、ｵﾌｾｯﾄ、管割、縦横断図等）

仕様書1.4.16
図面の種類及び部数、データ形式、提出
方法については監督員の指示による

しゅん工届の提出時

頁
約款

関係条項

45
継手チェックシート
(ＤＩＰ-Ｋ形)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

46
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＮＳ形 φ75～250)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

47
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＮＳ形 φ300～450)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

48
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＮＳ形継輪 φ75～450)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

49
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＮＳ形直管 φ500～1000)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

50
継手チェックシート(ＤＩＰ－ＮＳ形
直管ﾗｲﾅｰ・異形管 φ500～1000)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

51
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＮＳ形継輪 φ500～1000)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

52
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＧＸ形直管 φ75～400)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

53
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＧＸ形異形管 φ75～400)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

54
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＧＸ形継輪 φ75～400)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

55
継手チェックシート
(ＤＩＰ-フランジ形)メタルタッチ

仕様書3.5.6 しゅん工届の提出時

56
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＵＳ形)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

57
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＵＦ形)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

58
継手チェックシート
(ＤＩＰ-ＰＮ形)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

59
継手チェックシート
(ＲＲＨＩＶＰ)

仕様書3.5.6 しゅん工届の提出時

60
GX形　管端防食キャップ
チェックシート

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

61
鋼管現場溶接部の
出来形チェックシート

仕様書3.6.6 しゅん工届の提出時

62
継手チェックシート
(ＤＩＰ-Ｓ５０形直管)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

63
継手チェックシート
(ＤＩＰ-Ｓ５０形異形管・切管)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

64
継手チェックシート
(ＤＩＰ-Ｓ５０形継輪)

仕様書3.4.9 しゅん工届の提出時

65 ＥＦ継手接合チェックシート 仕様書3.5.6 しゅん工届の提出時

福島県元請・下請関係適正化指導要領（以下「福元下要綱」）という。　　　　

提　出　書　類　一　覧　表

いわき市水道局水道施設工事共通仕様書　品質管理で定める書式

書式名 適　　　　　用 提出期限

いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要領（以下「局元下要綱」）という。

いわき市水道局契約規程（以下「契約規程」）　という。　　　　　　　　　　

福島県工事請負契約約款（以下「福工約款」）という。　　　　　　　　　　　
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第5章

付則8

様式集

提出書類一覧表

No.4

改定項

№４

68 ＥＦサドル接合チェックシート 仕様書3.5.6 しゅん工届の提出時

69
ＥＦコントローラ・専用工具 日常点
検チェックシート

仕様書3.5.6 しゅん工届の提出時

70・71 水圧試験記録 仕様書3.1.6
工事写真に含め
しゅん工届の提出時

72
建設業退職金共済済証紙
購入状況報告書

仕様書1.1.37
当初は工程表と共に
追加はその都度

73 出来形管理報告書（表紙）
仕様書1.1.24
県共通仕様書第51号様式を準用

しゅん工届の提出時

74 品質管理報告書（表紙）
仕様書1.1.24
県共通仕様書第53号様式を準用

しゅん工届の提出時

75 保菌検査報告書 仕様書1.2.7 着手前

76 安全管理総括表 仕様書1.2.8 しゅん工届の提出時

77 照査項目チェックリスト 仕様書1.1.4 施工前及び施工途中

78・79
電子納品事前協議チェックシート
（土木工事用）

いわき市電子納品実施要領 着手日前、必要の都度

80・81
納品時チェックシート
（土木工事用）

いわき市電子納品実施要領 監督員作成

82 電子媒体納品書 いわき市電子納品実施要領 しゅん工届の提出時

83 工事現場等における事故発生報告書 仕様書1.2.5 必要の都度

いわき市水道局水道施設工事共通仕様書　写真管理で定める書式

福島県元請・下請関係適正化指導要領（以下「福元下要綱」）という。　　　　

提　出　書　類　一　覧　表

いわき市水道局契約規程（以下「契約規程」）　という。　　　　　　　　　　

いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要領（以下「局元下要綱」）という。

福島県工事請負契約約款（以下「福工約款」）という。　　　　　　　　　　　

いわき市水道局水道施設工事共通仕様書　参考様式

№４

66 ＥＦサドル接合チェックシート 仕様書3.5.6 しゅん工届の提出時

67
ＥＦコントローラ・専用工具 日常点
検チェックシート

仕様書3.5.6 しゅん工届の提出時

68・69 水圧試験記録 仕様書3.1.6
工事写真に含め
しゅん工届の提出時

70
建設業退職金共済済証紙
購入状況報告書

仕様書1.1.37
当初は工程表と共に
追加はその都度

71 出来形管理報告書（表紙）
仕様書1.1.24
県共通仕様書第51号様式を準用

しゅん工届の提出時

72 品質管理報告書（表紙）
仕様書1.1.24
県共通仕様書第53号様式を準用

しゅん工届の提出時

73 保菌検査報告書 仕様書1.2.7 着手前

74 安全管理総括表 仕様書1.2.8 しゅん工届の提出時

75 照査項目チェックリスト 仕様書1.1.4 施工前及び施工途中

76・77
電子納品事前協議チェックシート
（土木工事用）

国土交通省電子納品に関する各要領・基
準等、福島県電子納品運用ガイドライン
【土木工事編】に基づき作成

着手日前、必要の都度

78・79
納品時チェックシート
（土木工事用）

国土交通省電子納品に関する各要領・基
準等、福島県電子納品運用ガイドライン
【土木工事編】に基づき作成

監督員作成

80 電子媒体納品書
国土交通省電子納品に関する各要領・基
準等、福島県電子納品運用ガイドライン
【土木工事編】に基づき作成

しゅん工届の提出時

81 工事現場等における事故発生報告書 仕様書1.2.5 必要の都度

いわき市水道局水道施設工事共通仕様書　参考様式

福島県元請・下請関係適正化指導要領（以下「福元下要綱」）という。　　　　

提　出　書　類　一　覧　表

いわき市水道局契約規程（以下「契約規程」）　という。　　　　　　　　　　

いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要領（以下「局元下要綱」）という。

福島県工事請負契約約款（以下「福工約款」）という。　　　　　　　　　　　

いわき市水道局水道施設工事共通仕様書　写真管理で定める書式
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

削除

※理由：重複記載のため

旧　（　現　行　）
改定頁
改定項

新　（　改　定　後　）

共通仕様書

第5章

付則8

様式集

様式

旧P4

令和 　 　 年 　 月 　 日

いわき市水道事業管理者　　様

受注者

次のとおり共済証紙を購入したので、当該掛金収納書を貼付して報告します。

第 号

工事

いわき市 地内

円 円

土木工事

水道・建築・設備工事

工 事 場 所

請 負 金 額

氏名

工事番号・工事名

当初　　追加

建設業退職金共済証紙購入状況報告書

住所

購 入 額算 出式 1,000

変 更 請 負 金 額

契 約 年 月 日 令和　年　月　日 変 更 契 約 年 月 日 令和　年　月　日

円

円

請負金額　×
(税抜額)

1.5
=

1,000

請負金額　×
(税抜額)

2
=

　掛金収納書（発注官公庁用）貼付欄

当 初 共 済 証 紙 購 入 額 15,000        円 追 加 共 済 証 紙 購 入 額

21/41



水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

様式

P8

共通仕様書

第5章

付則8

様式集

改定項

＜様式第１号・約款７条関係＞

年 月 日

　いわき市水道事業管理者　　様

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

契約相手方（下請）の商号・名称

 自己の取引上の地位を利用して、下請契約の金額を、施行しようとする工
事に係る標準的な単価に基づく直接工事費、現場管理費等の間接工事費及び
一般管理費を合計したものに満たない金額とした事実はない。

　下請工事の開始に先立って下請契約書を取り交わしている。

　上記６の内容提示から下請契約締結までに、下請が当該工事の見積りをす
るために必要な下記の期間を設けている。
※見積りに必要な期間

　・下請予定価格が500万円未満の工事…１日以上
　・下請予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事…10日以上（やむを
　　得ない事情がある場合は５日以上）
　・下請予定価格が5,000万円以上の工事…15日以上（やむを得ない事情が
　　ある場合は10日以上）

　契約に先立ち、下請から、法定福利費の額を明示した見積書を徴してい
る。

　見積依頼時に、下請に対し当該下請契約に関する事項（工事内容、工期、
契約条件（代金の支払時期・方法など））について、できる限り具体的な内
容を提示している。

下請工事契約時チェックリスト

商 号 ・ 名 称

(当該下請工事における元請人)

代 表 者

いいえはい項　　　　　　　　　目

　一括下請発注は行っていない。

　特定建設業の許可を有する場合を除き、5,000万円（建築一式工事の場合
は8,000万円）以上の下請発注は行っていない。

　下請金額が500万円未満（建築一式工事の場合は1,500万円未満又は延べ面
積が150㎡未満の木造住宅工事）の場合を除き、建設業の許可を受けていな
い者への下請発注は行っていない。

　建設業法による営業停止処分を受けている者又はいわき市水道局から入札
参加制限措置を受けている者への下請は行っていない。

　下請は、社会保険等加入者（加入義務のない者を含む。）である。（やむ
を得ず未加入者を下請とした場合は、理由書を自らの元請を通じて局から直
接工事を請け負った元請に提出し確認を受けるとともに､当該未加入の下請
に対して､速やかな加入を繰り返し指導する。）
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

様式

P9

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第5章

付則8

様式集

11

12

［記入上の注意］

⑬　各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違
　約金その他の損害金

⑧　工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関
　する定め

⑦　価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

⑨　注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸
　与するときは、その内容及び方法に関する定め

⑩　注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方
　法並びに引渡しの時期

⑪　工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

⑫　工事の目的物の契約不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関し
　て講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、
　その内容

⑤　当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若し
　くは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の
　変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

⑥　天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定
　方法に関する定め

④　請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払いの定め
　をするときは、その支払の時期及び方法

②　請負代金の額（請負代金内訳書に内書きするなどして、法定福利費の額
　を明示のこと）

③　工事着手の時期及び工事完成の時期

①　工事内容

項　　　　　　　　　目 はい いいえ

　下請契約書には下記の事項を記載している。

⑭　契約に関する紛争の解決方法

⑮  「請負人はいわき市水道局元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すると
　ともに、工事の一部を他人に請け負わせる場合は請け負わせた者に同要綱
　の規定を遵守するよう指導しなければならない。」という条項

　その他、法令やいわき市水道局元請・下請関係適正化指導要綱に抵触する
事実はない。

１　局発注工事に係る全ての下請契約締結時（※１、２）に、各々の元請（※３）が自ら下請発注
　した工事について上記の項目を確認すること。
２　局から直接工事を請け負った元請は、当該工事の全ての下請契約（※１）に係る契約書の写し
　及び本チェックリストを取りまとめの上、施工体制台帳提出時（変更時も含む）に局に提出する
　こと。
３　「いいえ」の欄に該当がある場合は、法令等に違反しているおそれがあるので、直ちに改善す
　ること。

※１　「全ての下請契約」には２次下請以降における下請契約も含む。
※２　「下請契約締結時」には変更契約締結時も含む。
※３　「各々の元請」には局から直接工事を請け負った元請だけでなく、２次下請以降におけるそ
　　れぞれの元請も含む。（例えば２次下請契約においては１次下請人が元請、２次下請人が下請
　　である。）
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
旧　（　現　行　）

改定頁
改定項

新　（　改　定　後　）

共通仕様書

第5章

付則8

様式集

様式

P10

＜様式第２号・約款７条関係＞

年 月 日

　いわき市水道事業管理者　　様

1

2

3

4

5

6

7

［記入上の注意］

１　いわき市水道局発注工事に係る全ての下請契約（※１）について、各々の元請（※２）が自ら
　　下請　発注した工事の完了後に、上記の項目を確認すること。
２　局から直接工事を請け負った元請は、当該工事の全ての下請契約（※１）に係る本チェックリ
　　ストを取りまとめの上、下請負報告書提出時に局に提出すること。
３　「いいえ」の欄に該当がある場合は、法令等に違反しているおそれがあるので、直ちに改善す
　　ること。

※１　「全ての下請契約」には２次下請以降における下請契約も含む。
※２　「各々の元請」には局から直接工事を請け負った元請だけでなく、２次下請以降におけるそ
　　れぞれの元請も含む。（例えば２次下請契約においては１次下請人が元請、２次下請人が下請
　　である。）

　下請は、社会保険等加入者（加入義務のない者を含む。）である。

　その他、法令やいわき市水道局元請・下請関係適正化指導要綱に抵触する
事実はなかった。

　下請への代金支払いは、注文者から請負代金の部分払又は工事完了後にお
ける支払を受けたときから１か月以内に行った。
　ただし、自身が特定建設業者であり、下請が一般建設業者かつ資本金
4,000万円未満である場合は、上記にかかわらず、下請から引渡しの申し出
を受けた日から50日以内に代金の支払いを行った。

　下請への代金支払いに手形払を併用する場合、手形期間は60日以内とし
た。

　完成検査は、下請からの完成通知後20日以内に実施した。

　完成検査終了後、直ちに下請から工事目的物の引渡しを受けた。

項　　　　　　　　　目 はい いいえ

　下請への支払いは契約書に従い適切に行った。

契約相手方（下請）の商号・名称

下請工事完了後チェックリスト

(当該下請工事における元請人)

商 号 ・ 名 称

代 表 者
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

削除

※理由：県「工事に関する提出書類の簡素化ガイドライン」により省略。

共通仕様書

第5章

付則8

様式集

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

様式
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

削除

※理由：県「工事に関する提出書類の簡素化ガイドライン」により省略。

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

様式

旧P12

共通仕様書

第5章

付則8

様式集

改定項

参考様式第6号（施工体制台帳確認事項）

1 施工体制台帳に必要事項が書き込まれているか（建設業法施行規則第１４条の２）

チェック

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び権限、当該監督員の行
為についての作成建設業者の発注者に対する意見の申出方法（又はその内容
が記載された作成特定建設業者への通知書の写し）

施工体制台帳チェックリスト(1/3)

確認事項

作成建設業者が許可を受けた建設業の種類

建設工事の名称、内容及び工期

発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び
住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地

監理技術者の氏名、その者が有する監理技術者資格及びその者が専任の監理
技術者であるか否かの別

作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び権限、
当該現場代理人の行為についての発注者の作成建設業者に対する意見の申出
方法（又はその内容が記載された発注者への通知書の写し）

監理技術者以外に施工の技術上の管理をつかさどる者を置くときは、その者
の氏名、管理を司る工事内容及びその者が有する主任技術者資格

下請負人の商号又は名称及び住所、許可番号及び請け負った建設工事に係る
許可を受けた建設業の種類

全ての下請負人の請け負った工事名称、内容及び工期

全ての下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日

作成建設業者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び権限、当該監督
員の行為についての下請負人の作成建設業者に対する意見の申出方法（又は
その内容を記載した下請人に対する通知書の写し）

下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び権限、当該
現場代理人の行為について作成建設業者の下請負人に対する意見の申出方法
（又はその内容を記載した作成建設業者への通知書の写し）

下請負人が置く主任技術者の氏名、その者の有する主任技術者資格及びその
者が専任か否かの別

下請負人が、主任技術者以外に施工の技術上の管理を司る者を置く場合は、
当該者の氏名、その者が司る工事の内容及びその者が有する主任技術者資格

１次下請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

削除

※理由：県「工事に関する提出書類の簡素化ガイドライン」により省略。

旧　（　現　行　）
改定頁
改定項

新　（　改　定　後　）

共通仕様書

第5章

付則8

様式集

様式

旧P13

参考様式第6号（施工体制台帳確認事項）

2 施工体制台帳の添付書類は揃っているか（建設業法施行規則第１４条の２第２項）

チェック

（１）

下請契約書に法第１９条にある全ての事項が含まれているか

ア 工事内容

イ 請負代金の額

ウ 工事着手の時期及び工事完成の時期

エ
請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めを
するときは、その支払の時期及び方法

オ
当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若し
くは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額
の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

カ
天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定
方法に関する定め

キ 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

ク
工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関
する定め

ケ
注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸
与するときは、その内容及び方法に関する定め

コ
注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方
法並びに引渡しの時期

サ 工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法

シ
工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ず
べき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その
内容

ス
各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違
約金その他の損害金

セ 契約に関する紛争の解決方法

施工体制台帳チェックリスト(2/3)

確認事項
２次以下の下請負人を含め、全ての請負契約書の写し（公共工事については
２次下請以下も含めた全ての下請業者について請負金額を明記しなければな
らない。）
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

削除

※理由：県「工事に関する提出書類の簡素化ガイドライン」により省略。

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁
改定項

共通仕様書

第5章

付則8

様式集

様式

旧P14

参考様式第6号（施工体制台帳確認事項）

チェック

（２）全ての再下請通知書

再下請通知書の必要事項が書き込まれているか。

ア 下請負人の商号、名称、住所、許可番号

イ
下請負人が注文者と締結した工事の名称、請負契約を締結した年月日、
注文者の商号、名称

ウ
再下請負人の商号、名称、住所、許可番号及び請け負った建設工事に係
る許可を受けた建設業の種類

エ 下請負人が再下請負人と締結した請負契約について

工事の名称、内容、工期

請負契約を締結した年月日

下請負人が監督員を置く場合は、その者の氏名、権限、当該監督員の
行為についての再下請負人の下請負人に対する意見の申出方法（また
はその内容が記載された再下請負人への通知書の写し）

再下請負人が現場代理人を置く場合は、その者の氏名、権限、当該現
場代理人の行為についての下請負人の再下請負人に対する意見の申出
方法（またはその内容が記載された下請負人への通知書の写し）

再下請負人の置く主任技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格
及びその者が専任か否か
再下請負人が主任技術者に加えて専門技術者を置く場合は、その者の
氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容、その者が有する主
任技術者資格

（３）

（４）

（５）
監理技術者以外に施工の技術上の管理を司る者を置くときは、その者が主任
技術者資格を有することを証する書面及び直接的かつ恒常的な雇用関係にあ
ることを証するものの写し

施工体制台帳チェックリスト(3/3)

確認事項

監理技術者が監理技術者資格を有することの証明書の写し（監理技術者資格
者証の写し）

監理技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写し
（健康保険被保険者証又は住民税特別徴収税額通知書等の写し）
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

・下請報告書　P4 ・下請報告書　P5

・施工体制台帳　P5、6 ・施工体制台帳　P6、7　

・施工体系図　P7 ・施工体系図　P8

・再下請負通知書　P11、12 ・再下請負通知書　P10、11

・監督員通知書　P13　～　工事現場等における事故発生報告書　P81 ・監督員通知書　P15　～　工事現場等における事故発生報告書　P83

※理由：様式の削除、追加に伴う頁番号の変更

様式

各P

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第5章

付則8

様式集
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

文言修正

様式集

旧P70

旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

第5章

付則8

様式集

改定項
新　（　改　定　後　）

工事

から

No. + ～ No. + Ｌ＝ ｍ

φ mm

□  フランジの呼び圧力　×　30分間　(30分間記録)

□  0.75MPa　×　15分間　(15分間記録)

(試験前に0.5MPa以上の水圧を4時間以上かけておくのが望ましい。)

 ① 管路を0.75MPaに加圧する。

 ②　5分後、0.75MPaに再加圧し、③すぐに0.50Mpaまで減圧する。

 ④　1時間後、0.40MPa以上あれば合格

　　　※0.40MPa未満及び監督員の指示ある場合は、⑤へ

 ⑤　24時間後、0.3Mpa以上あれば合格

●監督員立会写真は、④で合格の場合は③と④を、⑤で合格の場合は③、

④、⑤を撮影する。

自記録チャート紙貼付欄

　
　

管 種 ・ 口 径

水 圧 試 験 記 録
工 事 番 号 ・ 工 事 名

測 定 年 月 日 及 び 時 間

試 験 区 間 及 び 延 長

　第　　　号

年　　　月　　　日 　　　時　　　分　　 　　　時　　　分　　

裏面に監督員立会写真

保持時間

DIP・SP・SUS

HIVP・PEP

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤で合格の場合は、①～⑤の間の２４時間とする。

・その他の管種は、各測定時間とする。

・記録計の方式は、アナログ式、デジタル式を問わない。

□ HPPE

・HPPEの自記録チャート紙の記録は、④で合格の場合は、 ①～④の間の時間とする。
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

共通仕様書

第5章

付則９

監督員チェッ
クリスト

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

監督員チェックリスト
工事発注課所

工事番号

NO．　+　　ｍ　　～ NO．　+　　ｍ

（考査項目）

□ 1 製造年度を確認 年度

□ 2 日本水道協会の証印を確認 □ 適正 □ 不適

□ 3 管種の確認 □ 適正 □ 不適

□ 4 接合形式の確認 □ 適正 □ 不適

□ 5 外面（塗装、傷、錆等)の状況を確認 □ 適正 □ 不適

□ 6 内面(エポキシ樹脂粉体塗装等)の状況を確認 □ 適正 □ 不適

□ 7 使用材料の保管（養生）状況を確認 □ 適正 □ 不適

□ 8 数量の確認 □ 適正 □ 不適

□ 9 使用骨材(砂､砕石､As合材)の確認(試験成績表) □ 適正 □ 不適

□ 1 施工計画書との確認 □ 適正 □ 不適

□ 2 現場代理人の確認 □ 適正 □ 不適

□ 3 主任技術者の確認 □ 適正 □ 不適

□ 4 配管資格者の確認 □ 適正 □ 不適

□ 5 使用材料を確認

□ ア　配管材料 □ 適正 □ 不適

□ イ　骨材 □ 適正 □ 不適

□ 6 配水管布設位置の確認

□ ア　基準箇所からの離れ 設 W=　　m 測 W=　　m

□ イ　基準面からの土被り 設 H= 　 m 測 H=    m

□ 7 給水管布設状況の確認 □ 適正 □ 不適

□ 8 埋戻し状況の確認

□ ア　床均し及び管側面転圧(タコ付) □ 適正 □ 不適

□ イ　砂１層当り転圧厚さ 設 ｔ= 50cm 測 ｔ= 　 cm

□ ウ　砕石１層当り転圧厚さ 設 ｔ= 　 cm 測 ｔ= 　 cm

□ 9 路盤工の施工状況の確認

□ ア　上層路盤１層当り転圧厚さ 設 ｔ= 　 cm 測 ｔ= 　 cm

□ イ　下層路盤１層当り転圧厚さ 設 ｔ= 　 cm 測 ｔ= 　 cm

□ 10 配管接続状況の確認 □ 適正 □ 不適

□ ア　締め付けトルク確認 設       N･m 測       N･m

□ イ　チェックゲージ確認 設 　  　　mm 測 　   　mm

□ ウ　EF接合部の清掃、切削 □ 適正 □ 不適

□ エ　融着接合、冷却時間 □ 適正 □ 不適

□ 11 仕切弁の設置状況確認(スピンドルの位置） □ 適正 □ 不適

□ 12 空気弁の設置状況確認(ﾚﾊﾞｰの向き、据付位置) □ 適正 □ 不適

□ 13 消火栓の設置状況確認(放水口の向き、据付位置) □ 適正 □ 不適

□ 14 ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ(溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ)の被覆状況確認 □ 適正 □ 不適

□ 15 管明示ﾃｰﾌﾟ､ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰの施工状況確認 □ 適正 □ 不適

□ 16 工事看板の設置状況確認 □ 適正 □ 不適

□ 17 保安施設の設置状況確認 □ 適正 □ 不適

□ 18 交通誘導員の配置状況確認(警備検定合格者の有無) □ 適正 □ 不適

□ 19 仮設工の設置状況確認

□ ア　矢板工の設置 設 L= 　   m 測 L= 　   m

□ イ　ウエルポイントの設置 設 L= 　   m 測 L= 　   m

□ 20 仮復旧工（擦り付け、仕上り状況） □ 適正 □ 不適

□ 21 管路工事完了確認 □ 適正 □ 不適

□ 22 水圧試験 □ 適正 □ 不適

□ 23 既設管接続状況確認 □ 適正 □ 不適

□ 24 路盤検査

□ ア　不陸整正状況 □ 適正 □ 不適

□ イ　上層路盤幅 設 W=　　m 測 W=　　m

□ ウ　上層路盤下がり 設 ｔ= 　 cm 測 ｔ= 　 cm

□ エ　上層路盤出来形 設 ｔ= 　 cm 測 ｔ= 　 cm

□ オ　下層路盤出来形 設 ｔ= 　 cm 測 ｔ= 　 cm
□ 25 □ ア　乳剤散布状況 □ 適正 □ 不適

□ イ　乳剤散布量 □ 適正 □ 不適
□ 26 養生砂掃取状況 □ 適正 □ 不適
□ 27 表層（基層）舗設状況

□ ア　使用材料 □ 適正 □ 不適
□ イ　敷均締固状況 □ 適正 □ 不適
□ ウ　舗設温度 □ 適正 □ 不適

○○配水管(第000-000号外)改良工事

いわき市○○字○○　地内

令和　　年　　月　　日（　）　午前・午後　　時　　～　　時

施
工
状
況
及
び
現
場
管
理

使
用
材
料

受 注 者

工 事 名

立 会 日 時

立 会 者 氏 名

測 定 地 点

監督員チェックリスト
工事発注課所

工事番号

NO．　+　　ｍ　　～ NO．　+　　ｍ

（考査項目）

□ 1 製造年度を確認 年度

□ 2 日本水道協会の証印を確認 □ 適正 □ 不適

□ 3 管種の確認 □ 適正 □ 不適

□ 4 接合形式の確認 □ 適正 □ 不適

□ 5 外面（塗装、傷、錆等)の状況を確認 □ 適正 □ 不適

□ 6 内面(エポキシ樹脂粉体塗装等)の状況を確認 □ 適正 □ 不適

□ 7 使用材料の保管（養生）状況を確認 □ 適正 □ 不適

□ 8 数量の確認 □ 適正 □ 不適

□ 9 使用骨材(砂､砕石､As合材)の確認(試験成績表) □ 適正 □ 不適

□ 1 施工計画書との確認 □ 適正 □ 不適

□ 2 現場代理人の確認 □ 適正 □ 不適

□ 3 主任技術者の確認 □ 適正 □ 不適

□ 4 配管資格者の確認 □ 適正 □ 不適

□ 5 使用材料を確認

□ ア　配管材料 □ 適正 □ 不適

□ イ　骨材 □ 適正 □ 不適

□ 6 配水管布設位置の確認

□ 基準箇所からの離れ・土被り □ 適正 □ 不適

 □  イ　基準面からの土被り  設  H= 　 m  測 H=    m

□ 8 埋戻し状況の確認

□ ア　床均し及び管側面転圧(タコ付) □ 適正 □ 不適

□ イ　砂・砕石１層当り転圧厚さ □ 適正 □ 不適

 □  ウ　砕石１層当り転圧厚さ  設  ｔ= 　 cm  測  ｔ= 　 cm

□ 9 路盤工の施工状況の確認

□ 上層・下層路盤１層当り転圧厚さ □ 適正 □ 不適

 □  イ　下層路盤１層当り転圧厚さ  設  ｔ= 　 cm  測  ｔ= 　 cm

□ 10 配管接続状況の確認 削除

□ ア　締め付けトルク確認 □ 適正 □ 不適

□ イ　チェックゲージ確認 □ 適正 □ 不適

□ ウ　EF接合部の清掃、切削 □ 適正 □ 不適

□ エ　融着接合、冷却時間 □ 適正 □ 不適

□ 11 仕切弁の設置状況確認(スピンドルの位置） □ 適正 □ 不適

□ 12 空気弁の設置状況確認(ﾚﾊﾞｰの向き、据付位置) □ 適正 □ 不適

□ 13 消火栓の設置状況確認(放水口の向き、据付位置) □ 適正 □ 不適

□ 14 ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ(溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ)の被覆状況確認 □ 適正 □ 不適

□ 15 管明示ﾃｰﾌﾟ､ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰの施工状況確認 □ 適正 □ 不適

□ 16 工事看板の設置状況確認 □ 適正 □ 不適

□ 17 保安施設の設置状況確認 □ 適正 □ 不適

□ 18 交通誘導員の配置状況確認(警備検定合格者の有無) □ 適正 □ 不適

□ 19 仮設工の設置状況確認

□ ア　矢板工の設置 □ 適正 □ 不適

□ イ　ウエルポイントの設置 □ 適正 □ 不適

□ 20 仮復旧工（擦り付け、仕上り状況） □ 適正 □ 不適

□ 21 管路工事完了確認 □ 適正 □ 不適

□ 22 水圧試験 □ 適正 □ 不適

□ 23 既設管接続状況確認 □ 適正 □ 不適

□ 24 路盤検査

□ ア　不陸整正状況 □ 適正 □ 不適

□ イ　上層路盤幅 □ 適正 □ 不適

□ ウ　上層路盤下がり □ 適正 □ 不適

□ エ　上層・下層路盤出来形 □ 適正 □ 不適

 □  オ　下層路盤出来形  設  ｔ= 　 cm  測  ｔ= 　 cm
□ 25 □ ア　乳剤散布状況 □ 適正 □ 不適

□ イ　乳剤散布量 □ 適正 □ 不適
□ 26 養生砂掃取状況 □ 適正 □ 不適
□ 27 表層（基層）舗設状況

□ ア　使用材料 □ 適正 □ 不適
□ イ　敷均締固状況 □ 適正 □ 不適
□ ウ　舗設温度 □ 適正 □ 不適

○○配水管(第000-000号外)改良工事

受 注 者 いわき市○○字○○　地内

立 会 日 時 令和　　年　　月　　日（　）　午前・午後　　時　　～　　時

立 会 者 氏 名

測 定 地 点

使
用
材
料

施
工
状
況
及
び
現
場
管
理

工 事 名
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第5章

付則９

竣工書類ﾁｪｯ
ｸﾘｽﾄ(土木工
事編)

改定項

　　契約書に基づく書類一覧（竣工検査依頼に係る書類）

　　※時系列で整理する

□ 現場代理人及び主任技術者、監理技術者の通知書(特例で現場代理人の緩和措置に注意)

※請負額4,500万円以上は専任の主任技術者(建築一式工事は、9,000万円以上）

※下請総額5,000万円以上は監理技術者(建築一式工事は、8,000万円以上）

□ 工事工程表【契約締結日から14日以内】

□ 当初 □ 変更

□ 建退共掛金収納書【購入金額は請負金額（税抜）の1.5/1000（水道工事の場合）】□ 他の退職金制度証明(写し)

□ 当初 □ 変更

□ 着工届(着工日前日までに提出) ※着手日(契約締結日から5日以内)に注意

□ 施工体制台帳･施工体系図(下請契約を締結する全ての工事及び警備業務）

□ 当初 □ 変更 ※添付書類は書類作成マニュアルを参照すること

□ 下請通知書の提出(契約締結日から14日以内、変更があった場合は7日以内)※下請契約を締結する全ての工種

□ 保菌検査報告書（6か月毎に提出）※取水・導水・浄水・配水の各施設敷地内で作業する場合、工事着手前に提出

□ 当初 □ 追加 ※すべての作業員及び社内検査員が報告対象

□ CORINSの登録(請負額500万円以上の工事)※「提示」でよいので打合せ簿は不要

□ 当初 □ 変更 □ 竣工 ※受注時、変更時、完成後　速やかに登録・提出（速やかに：概ね20日以内）

※変更登録は､工期･技術者に変更がある場合のみ。

□ 工事現況報告書の提出(工期60日未満の場合は不要)

令和 □ 4 月分 □ 5 月分 □ 6 月分 □ 7 月分 □ 8 月分 □ 9 月分

□ 10 月分 □ 11 月分 □ 12 月分 □ 1 月分 □ 2 月分 □ 3 月分

令和 □ 4 月分 □ 5 月分 □ 6 月分 □ 7 月分 □ 8 月分 □ 9 月分

□ 10 月分 □ 11 月分 □ 12 月分 □ 1 月分 □ 2 月分 □ 3 月分

□ 工事打合簿（協議・承諾・指示） ※変更内容の確認ができる資料(図面・写真等)と共に

□ 工事内容変更伺い

□ 工事内容変更通知書（発注者・受注者の押印がある本書を添付）

□ 材料検査願 □ 当初 □ 変更 ※検査請求日から7日以内に検査を実施する

□ 建設産業廃棄物処理報告書

□ 集計表(任意様式) □ 産業廃棄物管理票 建設系廃棄物ﾏﾆﾌｪｽﾄE票(写し)□ 計量票(写し)　※必要な場合

□ 再生資源利用〔促進〕実施書(建設資材搬入･建設副産物搬出)※電子ﾃﾞｰﾀと共に提出

□ 建設業退職金共済制度実施報告書

□ 建設業退職金共済証紙受領書(写し) □ 建退共辞退届 受注者分 □ 他の退職金制度証明(写し)受注者分

□ 建退共辞退届 下請分 □ 他の退職金制度証明(写し)下請分

□ 下請負報告書(下請発注状況の完成日、検査日、引渡日、支払日等の記載確認)下請契約工期、金額の整合性確認

□ しゅん工届

□ 工事写真

□ 撮影者名確認 □ 社名確認 □ インデックスシール貼付 □ 水圧試験チャート紙本書添付

□ 竣工図(出来形図) □ 施工部分赤着色

□ 設計値と実測値の対比を2段書き（下段：設計値(黒)　上段：実測値(赤)）

□ 共通仕様書 第6章その他 付則6 工事竣工図作成要領により作成

□ 図面は県土木設計マニュアル（設計積算編）により折りたたみ、図面袋に入れて提出

□ 工事検査依頼書

□ 工事成績評定表(第1号様式)（竣工検査時は、第一・第二評定者のみ記入し担当課所長まで押印したものを添付、検査後第三評定者記入の評定表と差替え決裁する）

□ 工事成績採点表(第2号様式) □ 考査項目別集計表(第4号様式) □ 考査項目別採点表(第5号様式)

※契約金額500万円以上の工事は、評定表データを工事検査員に電子メールで送付する

□ 竣工書類チェックリスト(本様式)

※チェックした本書を、しゅん工届決裁時に設計図書(契約関係書類)へ添付すること
課所長

竣工書類チェックリスト（土木工事編) 
工事名 ○○配水管(第000-000号)改良工事

※「下請契約」は「建設工事の請負契約」であるので、これに該当しない「資材納入」、「運搬業務」、「警備業務」などは含まない。

年度

年度

　　契約書に基づく書類一覧（竣工検査依頼に係る書類）

　　※時系列で整理する

□ 現場代理人及び主任技術者、監理技術者の通知書(特例で現場代理人の緩和措置に注意)

※請負額3,500万円以上は専任の主任技術者(建築一式工事は、7,000万円以上）

※下請総額4,000万円以上は監理技術者(建築一式工事は、6,000万円以上）

□ 工事工程表【契約締結日から14日以内】

□ 当初 □ 変更

□ 建退共掛金収納書【購入金額は請負金額（税抜）の1.5/1000（水道工事の場合）】□ 他の退職金制度証明(写し)

□ 当初 □ 変更

□ 着工届(着工日前日までに提出) ※着手日(契約締結日から5日以内)に注意

□ 施工体制台帳･施工体系図(下請契約を締結する全ての工事及び警備業務）

□ 当初 □ 変更 ※添付書類は書類作成マニュアルを参照すること

□ 下請通知書の提出(契約締結日から14日以内、変更があった場合は7日以内)※下請契約を締結する全ての工種

□ 保菌検査報告書（6か月毎に提出）※取水・導水・浄水・配水の各施設敷地内で作業する場合、工事着手前に提出

□ 当初 □ 追加 ※すべての作業員及び社内検査員が報告対象

□ CORINSの登録(請負額500万円以上の工事)※「提示」でよいので打合せ簿は不要

□ 当初 □ 変更 □ 竣工 ※受注時、変更時、完成後　速やかに登録・提出（速やかに：概ね20日以内）

※変更登録は､工期･技術者に変更がある場合のみ。

□ 工事現況報告書の提出(工期60日未満の場合は不要)

令和 □ 4 月分 □ 5 月分 □ 6 月分 □ 7 月分 □ 8 月分 □ 9 月分

□ 10 月分 □ 11 月分 □ 12 月分 □ 1 月分 □ 2 月分 □ 3 月分

令和 □ 4 月分 □ 5 月分 □ 6 月分 □ 7 月分 □ 8 月分 □ 9 月分

□ 10 月分 □ 11 月分 □ 12 月分 □ 1 月分 □ 2 月分 □ 3 月分

□ 工事打合簿（協議・承諾・指示） ※変更内容の確認ができる資料(図面・写真等)と共に

□ 工事内容変更伺い

□ 工事内容変更通知書（発注者・受注者の押印がある本書を添付）

□ 材料検査願 □ 当初 □ 変更 ※検査請求日から7日以内に検査を実施する

□ 建設産業廃棄物処理報告書

□ 集計表(任意様式) □ 産業廃棄物管理票 建設系廃棄物ﾏﾆﾌｪｽﾄE票(写し)□ 計量票(写し)　※必要な場合

□ 再生資源利用〔促進〕実施書(建設資材搬入･建設副産物搬出)※電子ﾃﾞｰﾀと共に提出

□ 建設業退職金共済制度実施報告書

□ 建設業退職金共済証紙受領書(写し) □ 建退共辞退届 受注者分 □ 他の退職金制度証明(写し)受注者分

□ 建退共辞退届 下請分 □ 他の退職金制度証明(写し)下請分

□ 下請負報告書(下請発注状況の完成日、検査日、引渡日、支払日等の記載確認)下請契約工期、金額の整合性確認

□ しゅん工届

□ 工事写真

□ 撮影者名確認 □ 社名確認 □ インデックスシール貼付 □ 水圧試験チャート紙本書添付

□ 竣工図(出来形図) □ 施工部分赤着色

□ 設計値と実測値の対比を2段書き（下段：設計値(黒)　上段：実測値(赤)）

□ 共通仕様書 第6章その他 付則6 工事竣工図作成要領により作成

□ 図面は県土木設計マニュアル（設計積算編）により折りたたみ、図面袋に入れて提出

□ 工事検査依頼書

□ 工事成績評定表(第1号様式)（竣工検査時は、第一・第二評定者のみ記入し担当課所長まで押印したものを添付、検査後第三評定者記入の評定表と差替え決裁する）

□ 工事成績採点表(第2号様式) □ 考査項目別集計表(第4号様式) □ 考査項目別採点表(第5号様式)

※契約金額500万円以上の工事は、評定表データを工事検査員に電子メールで送付する

□ 竣工書類チェックリスト(本様式)

※チェックした本書を、しゅん工届決裁時に設計図書(契約関係書類)へ添付すること
課所長

竣工書類チェックリスト（土木工事編) 
工事名 ○○配水管(第000-000号)改良工事

※「下請契約」は「建設工事の請負契約」であるので、これに該当しない「資材納入」、「運搬業務」、「警備業務」などは含まない。

年度

年度
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第５章
その他

付則10

水道管路図
面作成の手

引き

2-4

P21

改定項
新　（　改　定　後　）
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

第5章

付則10

水道管路図
作成の手引

き

2-9

P29
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

文言修正

4-1

P38

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

付則10

水道管路図
作成の手引

き

第5章
６　溶剤浸透防護スリーブ
　ガソリンスタンドやクリーニング工場に面する道路に水道配水用ポリエチレン管をやむ

を得ず布設する場合は、溶剤浸透防護スリーブ（配水用ポリエチレンパイプシステム協会規

格 PTC K 20）を被覆する。

　なお、施工要領は共通仕様書　その他　付則４配管工事標準図集　ポリエチレンスリーブ

施工要領に準拠する。

　また、溶剤浸透防護スリーブには水道等の表示がしてあるため、溶剤浸透防護スリーブ被

覆区間については、管明示テープは貼り付けしない。

ＨＰＰＥ直管、ベンド、チーズ等の樹脂管類　　　　・・・１枚巻き

鋳鉄製異形管、仕切弁等の鋳鉄製品　　　　　　　　・・・２枚重ね巻き

※工業団地地帯は、その全域で溶剤浸透の恐れがあるため、配水用ポリエチレン管を使用し

ないこととする。

７　弁類の基礎
　配水用ポリエチレン管自体に柔軟性があるが、弁類は重量物であるため沈下が生じないよ

うコンクリート板（ゴムシート付）を弁あるいはＴ字管下部に設置すること。

　※φ50×25　ＥＦサドル付分水栓による空気弁設置には適用しない｡

　　なお、施工要領は共通仕様書　その他　付則４配管工事標準図集　による。

８　水圧試験
　水圧試験の１区間の最大距離は500mまでとし、ＥＦ継手接合完了後１時間以上経過してか

ら充水を行うこととする。また、水圧試験の方法は次のとおりとする。

※

①

②

③

④

⑤

管路の水圧を0.75MPaに加圧させ、5分間放置する。

5分間放置後、水圧を0.75MPaまで再加圧する。

再加圧後、すぐに0.50MPaまで減圧し、放置する。

放置してから、1時間後0.40MPa以上あるか確認する。

放置してから、24時間後の水圧を確認する。

試験前に0.5MPa以上の水圧を4時間以上かけておくのが望ましい。

0.40MPa未満 または 監督員の指示

(水圧初期低下に均一性がないもの等 次項参照）0.40MPa以上

0.30MPa以上 0.30MPa未満

合格（漏水なし） 不合格（漏水あり）

写真撮影（監督員立会） ④で0.40MPa以上の場合②、④
④で0.40Mpa未満の場合②、④及び⑤

自記録チャート紙の記録 ④で0.40Mpa以上の場合①～④の 時間
④で0.40Mpa未満の場合①～⑤の24時間
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共通仕様書

第5章

付則11

(2)建設工事
における建設
業の許可フ
ロー

改定項

建設工事における
　建設業の許可確認フロー

※発注工事の業種に限る

元請負 下請負

以上 未満

注１：建設業法で『軽微な工事』に該当し、建設業の許可不要

　　　『建築一式工事』以外の建設工事：工事１件の請負代金額が５００万円未満　※材料等の支給品及び消費税の額を含む

　　　『建築一式工事』

工事１件の請負代金の額が１,５００万円未満(※材料等の支給品及び消費税の額を含む)の工事

または延べ面積が１５０㎡未満の木造住宅工事

•「木造」…建築基準法第２条第５号に定める主要構造部が木造であるもの

•「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が２分の１以上を居住の用に供するもの

注２：建築工事業を除く建設業の許可の種類

①工事の下請金額による許可

　　特定建設業　➡　下請金額の合計額が５,０００万円以上(受注元請負人のみ適用)

　　一般建設業　➡　下請金額の合計額が５,０００万円未満

　　「建築一式工事の場合は上記の５,０００万円を８,０００万円と読み替える」

②営業所の所在による許可

　　国土交通大臣許可　➡　二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合(元請負人・下請負人どちらも適用)　

　　都道府県知事許可　➡　一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業する場合(元請負人・下請負人どちらも適用)

※　業法上の「営業所」とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約の締結又は見積書等の作成をし、専任の技術者が

　常勤している事務所をいう。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、

　建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しない。

※ 大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に

制限はない。(→例えば、東京都知事許可の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能。)

注３：民間工事等の『軽微な工事』については技術者の選任は必要ないが、水道局発注工事では『いわき市水道局元請・下請関係

　適正化指導要綱』第4条　第2項(2)に　建設工事を施工するに足りる技術力を有すること。　とあり、公共工事では主任技術者が

　現場の技術指導を行うのは必須であるため、主任技術者を選任すること。
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建設業の許可

軽微な

工事注1

下請金額

5,000万円

許可

不要注1

特定・一般

建設業

の許可注2

特定

建設業の

許可注2

軽微な

工事注1

特定・一般

建設業

の許可注2

特定・一般

建設業

の許可注2

監理

技術者

主任

技術者
主任

技術者

主任

技術者

主任

技術者
注3

建設工事における
　建設業の許可確認フロー

※発注工事の業種に限る

元請負 下請負

以上 未満

注１：建設業法で『軽微な工事』に該当し、建設業の許可不要

　　　『建築一式工事』以外の建設工事：工事１件の請負代金額が５００万円未満　※材料等の支給品及び消費税の額を含む

　　　『建築一式工事』

工事１件の請負代金の額が１,５００万円未満(※材料等の支給品及び消費税の額を含む)の工事

または延べ面積が１５０㎡未満の木造住宅工事

•「木造」…建築基準法第２条第５号に定める主要構造部が木造であるもの

•「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が２分の１以上を居住の用に供するもの

注２：建築工事業を除く建設業の許可の種類

①工事の下請金額による許可

　　特定建設業　➡　下請金額の合計額が４,０００万円以上(受注元請負人のみ適用)　

　　一般建設業　➡　下請金額の合計額が４,０００万円未満

　　「建築一式工事の場合は上記の４,０００万円を６,０００万円と読み替える」

②営業所の所在による許可

　　国土交通大臣許可　➡　二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合(元請負人・下請負人どちらも適用)　

　　都道府県知事許可　➡　一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業する場合(元請負人・下請負人どちらも適用)

※　業法上の「営業所」とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約の締結又は見積書等の作成をし、専任の技術者が

　常勤している事務所をいう。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、

　建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しない。

※ 大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に

制限はない。(→例えば、東京都知事許可の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能。)

注３：民間工事等の『軽微な工事』については技術者の選任は必要ないが、水道局発注工事では『いわき市水道局元請・下請関係

　適正化指導要綱』第4条　第2項(2)に　建設工事を施工するに足りる技術力を有すること。　とあり、公共工事では主任技術者が

　現場の技術指導を行うのは必須であるため、主任技術者を選任すること。

軽
微
な
工
事
で
あ
る

※材料等の支給品及び消費税の額を含む

軽
微
な
工
事

で
は
な
い

建

設

業

許

可

な

し

で

は

指

名

参

加

登

録

で

き

な

い

。

軽
微
な
工
事
で
あ
る

軽
微
な
工
事
で
は
な
い

契約形態

契約形態別

建設業の許可

軽微な

工事注1

下請金額

4,000万円

許可

不要注1

特定・一般

建設業

の許可注2

特定

建設業の

許可注2

軽微な

工事注1

特定・一般

建設業

の許可注2

特定・一般

建設業

の許可注2

監理

技術者

主任

技術者
主任

技術者

主任

技術者

主任

技術者
注3

37/41



水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

新規追加

共通仕様書

第５章
その他

付則12

今後の事業
者等との対
応について

（通知）

38/41



水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
旧　（　現　行　）

改定頁

新規追加

共通仕様書

第５章
その他

付則12

今後の事業
者等との対
応について

（通知）

1/3

改定項
新　（　改　定　後　）

39/41



水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

新規追加

共通仕様書

第５章
その他

付則12

今後の事業
者等との対
応について

（通知）

2/3

40/41



水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

新規追加

共通仕様書

第５章
その他

付則12

今後の事業
者等との対
応について

（通知）

3/3

41/41


